
土地区画整理法第７６条第１項の規定による許可申請に係る手続きについて 

 
 
 

1．許可申請に必要な書類 

番号 必 要 な 書 類 備                考 

① 許 可 申 請 書 
申請地の所在・地番については｢底地｣の所在・地番を記入して下さい。 

（仮換地における｢従前地｣の所在・地番ではないので注意して下さい。） 

② 位  置  図  当該施行地区内における建築行為等を行おうとする土地の位置と地番を表示する図面 

③ 配  置  図  敷地内における建築行為等の位置を表示した図面で，縮尺1／500以上のもの 

④ 平  面  図  各階平面図で縮尺1／200以上のもの 

⑤ 立  面  図  2面以上の建築物等の立面図で縮尺1／200以上のもの 

⑥ 
建築物設置許可申請についての意

見（調査）票 
組合で，申請書に添付します。 

 
 
 

2．許可申請手続きの流れ 

 

（１） 申請書を3部用意します。

 1 部は申請者の方の控え

とし，2部を組合に提出しま

す。 

①②③④⑤は必ず必要な

書類です。 

 ⑥は，組合で申請書に添付

します。 

 

 

（２）  提出された申請書に⑥を添付した後，1 部は組合で保管

し，1部を申請者の方にご返却します。 

 

 

 

（３）  組合での事務処理が済んだ申請書（1 部）を区役所建設

課へ提出します。 

 

 

（４）  区役所建設課で提出された申請書の事務処理を行い、申

請者の方へ許可書をお渡しします。事務処理に必要な期間

は通常１０日間程度です。 

 建築物等の確認申請を行う際には、この許可書の写しを

添付して下さい。 
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